
 

小平町営鬼鹿牧場の指定管理者の候補者の選定結果について 

 

指定管理者の指定期間の満了に伴い、小平町営鬼鹿牧場の指定管理者の候補者を次のとおり選

定しましたので、お知らせします。 

 

１ 施設の名称 

（１）名 称  小平町営鬼鹿牧場 

（２）位 置  北海道留萌郡小平町字鬼鹿元浜、字鬼鹿千松及び字鬼鹿豊浜の 368.8haの区域 

 

２ 指定管理者の候補者 

（１）団体名  るもい農業協同組合  

（２）代表者  代表理事組合長 長谷川 裕昭 

（３）主たる事務所の所在地 北海道苫前郡羽幌町南６条２丁目１６番地の４ 

 

３ 指定期間  令和５年４月１日から令和６年３月３１日（１年間） 

 

４ 選定理由 

  小平町営鬼鹿牧場の管理・運営に当たっては、小平町和牛生産改良組合などの地域関係者の連

携が不可欠であることから、和牛の飼養技術を有し、かつ、地域の和牛生産に精通している団体が

管理・運営することが、施設の効用を最大限発揮できると判断し、小平町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例施行規則第６条第１項第５号の規定に基づき、募集によらない指定

管理者の選定によるものとしました。 

指定管理者の選定にあたっては、１団体に指定申請書の提出を求め、当該団体からの応募があ

り小平町営鬼鹿牧場指定管理者選定委員会（経済課）において、審査基準に基づく採点審査により

選考を実施しその結果を踏まえて次の理由により、るもい農業協同組合を候補者に決定しました。 

本施設の指定管理は平成２３年度より旧南るもい農業協同組合が管理・運営を行い、令和２年

の農協合併後も、るもい農業協同組合が引き続き管理・運営を継続し現在に至っている。 

期間中において、肉牛飼養者のニーズ等を把握しながら経費節減にも努めながら、施設管理を

行っているほか、老朽化している当施設への対応については、大きな修繕は町と相談しながら町

が修繕し、軽微なものなどについては指定管理者の負担において実施してきたところである。放

牧地の管理についても、最低限ではあるが追肥や播種を適時行いながら維持を図ってきたとこ

ろである。 

また、農業分野において販売、指導、運営等、幅広いノウハウを持つ農業協同組合は町内唯一

の団体であり、るもい農業協同組合が引き続き施設管理することが施設の効用を最大限発揮で

きると判断したため。 

  



 

 

５ 審査結果（100点満点換算） 

評価基準 配 点 候補者※ 

１ 利用者の平等な利用の確保が図られるものであること。 10  6.75 

２ 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 30  17.50 

３ 施設の管理に係る経費の削減を図るものであること。 20  14.00 

４ 施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。 30  19.50 

５ その他施設の設置目的を達成するために十分な能力を有している

ものであること。 
10  5.00 

合 計 点 100  63.25 

実績評価   2％ 

総合計点 100  64.52 

 ※ 候補者の点数は選定委員４名の平均点数。 


